
 

日薬業発第２７８号 

令和３年１１月１１日 

 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

日 本 薬 剤 師 会 

副会長 田尻 泰典 

 

 

薬局における新型コロナウイルス感染症の経口治療薬の配分に係る 

医薬品提供体制の整備について 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記について、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部ならびに同

省医薬・生活衛生局総務課より都道府県等宛て標題に係る事務連絡が発出され、

同課より本会へも周知依頼がありましたのでお知らせいたします。 

今夏の感染拡大を踏まえた自宅療養者等に対する医薬品の提供体制については、

本年10月６日付け日薬業発第239号にて地域の体制整備につきお願い申し上げた

ところです。 

今般発出された事務連絡は、今後、新型コロナウイルス感染症の経口治療薬が

国内で実用化された場合の医薬品提供体制に関するものです。 

新型コロナウイルス感染症の経口治療薬が国内で実用化された場合、供給量が

限られる場合には、安定的な供給が可能になるまでの間は一般流通を行わず、厚

生労働省が所有した上で、医療機関の処方に基づき必要な患者に届くよう配分す

ることが想定されております。 

このような場合において、自宅療養者等に適切かつ迅速に、必要な治療薬を滞

りなく提供できるよう、地域の実情に応じて、地域において対応する薬局をあら

かじめ調整し、経口治療薬を配備する体制を整備することが求められています。 

貴会におかれましては、本事務連絡で求められている薬局のリスト化等につき、

行政及び医師会等の関係団体、医薬品卸売販売業者と連携・調整を図り、地域の

医薬品提供体制の整備に向け対応を進められますよう、ご高配の程よろしくお願

い申し上げます。 

 

＜別添＞ 

 ・薬局における新型コロナウイルス感染症の経口治療薬の配分に係る医薬品提

供体制の整備について（令和３年11月９日付厚生労働省新型コロナウイルス

感染症対策推進本部、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡） 
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事 務 連 絡 

令和３年 11 月９日 

 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 

 

 

薬局における新型コロナウイルス感染症の経口治療薬の配分に係る 

医薬品提供体制の整備について 

 

 

 標記について、別添のとおり各都道府県、保健所設置市及び特別区衛生主管

部（局）宛て事務連絡を送付しましたので、貴会傘下関係者に周知いただきま

すようお願いいたします。 
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事 務 連 絡 

令和３年 11 月９日 

 

  都 道 府 県 

各 保健所設置市 衛生主管部（局） 御中 

  特 別 区 

 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 

 

 

薬局における新型コロナウイルス感染症の経口治療薬の配分に係る 

医薬品提供体制の整備について 

 

 平素より、厚生労働行政に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 「今夏の感染拡大を踏まえた今後の新型コロナウイルス感染症に対応する保

健・医療提供体制の整備について」（令和 3 年 10 月 1 日付厚生労働省新型コロ

ナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）において、Ⅱ．（５）自宅療養者等の

治療体制として、地域の医療関係者と協議・調整した上で、自宅療養者等に対す

る医薬品の提供体制について、想定される需要に対応する仕組みを構築するこ

と等をお願いしているところです。 

 今後、新型コロナウイルス感染症の経口治療薬が国内で実用化された場合は、

新たな治療の選択肢が増えることが期待されますが、供給量が限られる場合に

は、安定的な供給が可能になるまでの間は一般流通を行わず、厚生労働省が所有

した上で、医療機関の処方に基づき必要な患者に届くよう配分することが想定

されます。特に自宅療養者等に対して、外来診療後に院外処方として処方される

場合には、自宅療養者等に適切かつ迅速に、必要な治療薬を滞りなく提供できる

よう、地域の医師会、薬剤師会及び医薬品卸売業者等の関係者と連携の上、地域

において対応する薬局（以下、「対応薬局」という。）をあらかじめリスト化して

経口治療薬を配備する体制を整備する必要があります。 

都道府県、保健所設置市及び特別区におかれては、地域の医師会、薬剤師会及

び医薬品卸売販売業者等の関係者と協力・連携を図り、別紙１により地域の実情

に応じた医薬品提供体制を整備して頂くようお願いいたします。 

 都道府県におかれては、保健所設置市・特別区と連携を行い、別紙１の１に従

い、別紙２で対応薬局をリスト化し、とりまとめの上、令和 3年 11月 26日(金)
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までに厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部（戦略班）まで提出を

お願いします。また、リストの更新・再提出については、適宜提出をお願いしま

す。 

 各薬局・医療機関への配分方法、発注・納入の流れ等の詳細については、追っ

てお示しいたします。 

 なお、本件に関しては、日本医師会及び日本薬剤師会に情報提供しております

ことを申し添えます。 

 

【問合せ】 

＜本件全体に関すること＞ 

新型コロナウイルス感染症対策推進本部（戦略班） 

corona-kusuri@mhlw.go.jp 

03-5253-1111（内線 8027） 

＜薬局に関すること＞ 

医薬・生活衛生局総務課（薬局担当） 

hanbai-site@mhlw.go.jp 
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（別紙１） 

薬局における新型コロナウイルス感染症の経口治療薬の配分に係る 

医薬品提供体制の整備について（依頼事項） 

 

 

１．対応薬局のリスト化  

 地域において新型コロナウイルス感染症の経口治療薬（薬事承認され

た抗ウイルス薬）の調剤に対応する薬局（以下、「対応薬局」とい

う。）をリスト化し、地域の医療機関等と共有すること。 

 対応薬局のリスト化に当たっては、以下に記載する体制が構築できる

よう地域の薬剤師会と十分に調整を行い、二次医療圏に少なくとも１

薬局以上となるようにすること。 

 対応薬局は、「今夏の感染拡大を踏まえた今後の新型コロナウイルス感

染症に対応する保健・医療提供体制の整備について」（令和 3年 10月 1

日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）に

おける自宅療養者等の治療体制に対応・協力する薬局（地域連携薬局

を含む）のうち、以下（ア）（イ）のいずれも満たす薬局とすること。 

（ア）「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を

用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」（令和 2年 4月 10日

付厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課連名事務連絡）（以

下、「令和 2年 4月 10日事務連絡」という。）「２．薬局における対応」

に記載する服薬指導等の実施や薬剤の配送等の対応を行うこと。 

（イ）夜間・休日、時間外、緊急時の対応（輪番制による対応含む）を行

うこと 

 可能な限り手に入りやすい形で、患者に必要な治療薬を滞りなく提供

できる体制を構築することが重要であることから、対応薬局について

は、令和 2年 4月 10日事務連絡の２．（４）に沿って、医療機関から

送付された処方箋に基づき、患者宅へ直接薬剤を届ける体制や、地域

の運送業者と連携して配送する体制など、患者が薬局に来所せずに手

に入る体制の構築を検討すること。その上で、こうした体制が構築可

能な薬局をリストに掲載すること。 

 リストに掲載する薬局については、別紙２の様式に従い、薬局名、所

在地、連絡先、開局時間外や緊急時の連絡先等を記載しておくこと。 
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 対応薬局は、地域における新型コロナウイルス感染症患者を診療して

いる医療機関との連携体制や、住民の居住状況など、地域の実情を勘

案することが重要であり、地域によって偏りがないよう、地域の医師

会、薬剤師会及び医薬品卸売販売業者等とよく調整すること。 

 

２．留意事項等  

 薬局から患者宅等に薬剤を届ける場合における配送費等については、

「薬局における薬剤交付支援事業」が活用可能であること。 

 処方・調剤の流れ、医療機関と薬局の連絡等の手順（その際、患者の

状態や療養環境、入院調整の有無等に関する情報の共有なども考慮）

を確認できるようにしておくこと。  

 医療機関と薬局が適宜連携して対応できるようにするため、医療機関

の緊急連絡先も薬局に共有できるようにしておくこと。 

 なお、薬剤の供給量が限られる場合には、地域において円滑に治療薬

を配備する必要がある。このため、対応薬局の中で、ある程度の在庫

を持ち、リストに掲載された他の薬局が経口治療薬を必要と見込む場

合に、当該薬局に対し薬剤の供給の役割を担う薬局を定める等の対応

も考えられる（地域連携薬局を活用するなど）。 

そうした対応をとる場合には、リスト中「供給の役割を担う薬局」の

欄にその旨を記載すること。また、供給の役割を担う薬局は、地域の

医薬品提供体制の確保のため、他の薬局から求めがあった場合には、

対応すること。 

 



別紙２

都道府県
番号

都道府県 薬局名 郵便番号
薬局所在地

(市区町村以降)
電話番号 FAX番号 メール 開局日及び時間

時間外・緊急時の電話
番号

供給の役割を担う薬局で
ある場合は「○」を記載


